
様式第十四号（平11蔵令21・全改、平12蔵令8・平13内府令49・一部改正、平18内府令52・旧様式第十三号繰上・一部改正、平20内府令36・一部改正、平21内府令5・旧様式第十一号繰下、平22内府令45・一部改正）【引当金明細表】当期減少額当期減少額当期首残高当期増加額当期末残高区分（目的使用）（その他）（円）（円）（円）（円）（円）（記載上の注意）1．当期首及び当期末貸借対照表に計上されている引当金（退職給付引当金を除く。）及び第54条の3第1項に規定する準備金等（以下「引当金等」という。）について、各引当金等の設定目的ごとの科目の区別により記載すること。2．「当期減少額」の欄のうち「目的使用」の欄には、各引当金等の設定目的である支出又は事実の発生があつたことによる取崩額を記載すること。3．「当期減少額」の欄のうち「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由を注記すること。  


